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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第170期

第１四半期連結
累計期間

第171期
第１四半期連結

累計期間
第170期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年６月30日

自2021年４月１日
至2021年６月30日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （千円） 11,291,240 10,481,427 48,333,606

経常利益 （千円） 1,122,739 692,319 2,509,301

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 700,779 411,154 1,608,432

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 839,307 417,769 2,422,819

純資産額 （千円） 48,689,212 50,303,479 50,272,521

総資産額 （千円） 61,323,853 60,232,819 61,895,441

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 146.18 85.77 335.51

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 74.3 78.2 76.1

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用

した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社、当社の子会社及び関連会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

当第１四半期連結累計期間（2021年４～６月）の売上高につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響による前年の業務用を中心としたガス販売量の減少から一部回復が見られたものの、原料費調整に伴うガス料

金単価の引き下げがあったこと、加えて春先の気温が前年に比べ高く推移したことにより給湯・空調用需要が減

少したことなどもあり、前年同期に比べ８億９百万円減少の104億81百万円となりました。

営業費用につきましては、ＬＮＧ価格が前年を下回ったことに伴う原料費の減少や前年の見附市ガス事業譲受

け当初に発生した費用の減少等により、前年同期に比べ３億77百万円減少の98億68百万円となりました。

この結果、前年同期に比べ営業利益は４億32百万円減少の６億13百万円、経常利益は４億30百万円減少の６億

92百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては２億89百万円減少の４億11百万円となりました。

なお、当社グループの連結業績は、季節的変動の著しいガス事業の占めるウェイトが高いため、ガスの需要期

である冬期を中心に春先にかけて、売上及び利益が多く計上されます。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

なお、売上高及びセグメント利益又はセグメント損失には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでおり

ます。

＜都市ガス＞

ガス販売量は、春先の気温が前年に比べ高く推移したことにより給湯・空調用需要が減少したものの、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により落ち込んでいた業務用を中心としたガス需要が一部回復したことにより、

前年同期に比べ3.7％増の95,897千㎥となりました。

都市ガス事業（付随する受注工事及び器具販売を含む）の売上高は、原料費調整に伴うガス料金単価の引き下

げなどにより、前年同期に比べ６億54百万円減少の99億46百万円、セグメント利益は３億56百万円減少の６億46

百万円となりました。

＜その他＞

その他の事業の売上高は前年同期に比べ61百万円減少の14億33百万円、セグメント損失は６百万円（前年同期

はセグメント利益58百万円）となりました。

②財政状態

当第１四半期連結会計期間末における資産は602億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億62百万円の

減少となりました。増減の主なものは、売掛金残高等の減少14億74百万円、有形固定資産の減少７億27百万円な

どであります。

負債につきましては99億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億93百万円の減少となりました。これは

買掛金残高等が９億27百万円減少したほか、未払法人税等が３億43百万円減少したことなどによるものでありま

す。

また、純資産につきましては503億３百万円となり、利益剰余金からの配当金の支払いがありましたものの、

親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などにより前連結会計年度末に比べ30百万円の増加となりました。こ

の結果、自己資本比率は78.2％となり、前連結会計年度末に比べ2.1ポイント増加しております。
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（２）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

（３）経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重

要な変更はありません。

（５）研究開発活動

特記事項はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 9,600,000

計 9,600,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
　（2021年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年８月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,800,000 4,800,000
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数は100株

であります。

計 4,800,000 4,800,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

(千株)

発行済株式総
数残高

(千株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年４月１日～

2021年６月30日
－ 4,800 － 2,400,000 － 21,043

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

    2021年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 6,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,777,000 47,770 －

単元未満株式 普通株式 17,000 － －

発行済株式総数  4,800,000 － －

総株主の議決権  － 47,770 －

 

②【自己株式等】

    2021年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

北陸瓦斯株式会社
新潟市中央区東大

通一丁目２番23号
6,000 － 6,000 0.12

計 － 6,000 － 6,000 0.12

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）及び「ガス事業会計規則」（昭和29年通商産業省令第15号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 4,098,491 4,065,024

供給設備 34,561,059 33,881,272

業務設備 1,815,054 1,818,635

その他の設備 884,638 879,184

建設仮勘定 520,592 508,650

有形固定資産合計 41,879,835 41,152,766

無形固定資産   

のれん 2,412,808 2,371,812

その他無形固定資産 798,745 944,590

無形固定資産合計 3,211,553 3,316,403

投資その他の資産   

投資有価証券 2,137,146 2,087,482

繰延税金資産 1,443,177 1,466,014

その他投資 2,053,873 2,106,180

貸倒引当金 △6,884 △6,911

投資その他の資産合計 5,627,313 5,652,766

固定資産合計 50,718,702 50,121,936

流動資産   

現金及び預金 6,230,150 6,401,486

受取手形及び売掛金 4,090,942 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 2,615,999

有価証券 100,155 100,102

その他流動資産 762,140 998,716

貸倒引当金 △6,649 △5,421

流動資産合計 11,176,738 10,110,883

資産合計 61,895,441 60,232,819
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部   

固定負債   

長期借入金 661,774 510,578

役員退職慰労引当金 131,315 124,857

ガスホルダー修繕引当金 1,180,204 1,268,866

器具保証引当金 299,416 315,678

退職給付に係る負債 314,236 305,424

その他固定負債 465,732 458,267

固定負債合計 3,052,680 2,983,672

流動負債   

１年以内に期限到来の固定負債 692,110 692,110

支払手形及び買掛金 2,565,200 1,637,767

未払法人税等 665,425 321,683

その他流動負債 4,647,504 4,294,106

流動負債合計 8,570,239 6,945,667

負債合計 11,622,920 9,929,339

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,400,000 2,400,000

資本剰余金 21,046 21,046

利益剰余金 43,900,934 43,940,491

自己株式 △18,364 △18,364

株主資本合計 46,303,616 46,343,173

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 955,261 920,348

退職給付に係る調整累計額 △153,019 △133,575

その他の包括利益累計額合計 802,241 786,772

非支配株主持分 3,166,663 3,173,533

純資産合計 50,272,521 50,303,479

負債純資産合計 61,895,441 60,232,819
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 11,291,240 10,481,427

売上原価 5,496,049 4,960,791

売上総利益 5,795,191 5,520,636

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 4,109,416 4,232,987

一般管理費 640,275 674,281

供給販売費及び一般管理費合計 4,749,691 4,907,268

営業利益 1,045,499 613,367

営業外収益   

受取利息 1,016 703

受取配当金 37,045 39,127

受取賃貸料 20,395 20,416

その他 20,787 21,452

営業外収益合計 79,244 81,700

営業外費用   

支払利息 1,168 468

投資有価証券評価損 548 2,279

その他 287 1

営業外費用合計 2,004 2,748

経常利益 1,122,739 692,319

税金等調整前四半期純利益 1,122,739 692,319

法人税等 390,475 259,044

四半期純利益 732,264 433,274

非支配株主に帰属する四半期純利益 31,484 22,120

親会社株主に帰属する四半期純利益 700,779 411,154
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

四半期純利益 732,264 433,274

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 48,636 △34,950

退職給付に係る調整額 58,406 19,444

その他の包括利益合計 107,043 △15,505

四半期包括利益 839,307 417,769

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 807,829 395,685

非支配株主に係る四半期包括利益 31,477 22,084
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　これにより、ＬＰＧ販売に関して、従来は検針日基準により収益を認識しておりましたが、決算月の検針日か

ら決算日までに生じた収益を見積って認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞ

れ４百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は13百万円増加しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示

しております。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について

新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基

準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧

客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の拡大につきまして、当面は業務用を中心としたガス需要への影響が一定程度継続

すると想定しておりますが、現時点において当社グループの事業運営に重要な影響を及ぼすものではなく、業績

への影響は限定的であるため、会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと考えております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

　関東信越ガス事業協同組合の独立行政法人中小企業基盤整備機構からの高度化資金借入に対する連結子会社の

債務保証の金額は、次のとおりであります。

 
　　　　　前連結会計年度

　　　　　（2021年３月31日）
　当第１四半期連結会計期間

　（2021年６月30日）

保証債務 55,840千円 55,840千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

　当社グループの連結業績は、季節的変動の著しいガス事業の占めるウェイトが高いため、ガスの需要期である

冬期を中心に春先にかけて売上高が多く計上されます。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却

額は、次のとおりであります。

 
　前第１四半期連結累計期間
　（自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間
　（自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日）

減価償却費 1,448,544千円 1,405,718千円

のれんの償却額 40,995 40,995

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 383,513 80.0 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月24日

定時株主総会
普通株式 383,513 80.0 2021年３月31日 2021年６月25日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
その他

(注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
 都市ガス

売上高 10,601,118 1,494,656 12,095,774 △804,534 11,291,240

セグメント利益 1,002,518 58,341 1,060,860 △15,360 1,045,499

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＬＰＧ事業、ガス設

備の保全・設計・施工事業、住宅設備機器の販売・施工事業、土木・管工事事業、太陽光発電事

業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△15,360千円はセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

「都市ガス」セグメントにおいて、見附市のガス事業譲受けに伴い、のれんの金額が増加しております。

当該事象によるのれんの増加額は、1,332,841千円であります。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
その他

(注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
 都市ガス

売上高 9,946,882 1,433,446 11,380,329 △898,901 10,481,427

セグメント利益又は損失

（△）
646,315 △6,286 640,028 △26,661 613,367

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＬＰＧ事業、ガス設

備の保全・設計・施工事業、住宅設備機器の販売・施工事業、土木・管工事事業、太陽光発電事

業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△26,661千円はセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

（単位：千円）

 
報告セグメント その他

（注）
合計

都市ガス

一時点で移転される財

一定の期間にわたり移転される財

906,033

-

252,660

287,350

1,158,693

287,350

顧客との契約から生じる収益 906,033 540,010 1,446,043

その他の収益 9,026,030 9,353 9,035,383

外部顧客への売上高 9,932,063 549,363 10,481,427

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＬＰＧ事業、ガス設備の保全・設

計・施工事業、住宅設備機器の販売・施工事業、土木・管工事事業、太陽光発電事業等を含んでおります。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 146円18銭 85円77銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 700,779 411,154

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（千円）
700,779 411,154

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,793 4,793

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

２０２１年８月１３日

北陸瓦斯株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

新潟事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 清水　栄一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 池田　洋平　　印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北陸瓦斯株式

会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（２０２１年４月１

日から２０２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（２０２１年４月１日から２０２１年６月３０日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び

注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北陸瓦斯株式会社及び連結子会社の２０２１年６月３０日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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